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１. はじめに 

 

 2019年12月12日、デリー高裁判決（Ferid Allani vs Union Of India & Ors，2019）

において、コンピュータプログラム関連発明に係る特許出願を拒絶した IPAB(知財審判部)

の審決に対し、本件特許出願を IPO に差し戻し、再度審査するように判決された。 

 

 コンピュータプログラム関連発明(Computer-Related Inventions)に関するインド特

許法 3 条(k)は、TRIPs 協定を順守すべく導入され、2004 年、2005 年に改正されている。

同様に審査ガイドラインも、2013 年の導入から 2015 年、2016 年の改訂を経て、現行の

2017 年版のガイドラインに改訂されている。 

 これらの経緯を鑑みても、インドにおいてコンピュータプログラム関連発明の審査は重

要でありながら、その基準が安定していないことがわかる。また、審査基準及び高裁判決

によもよらず、インドにおいてコンピュータプログラム関連発明の特許を取得することは

容易でないという背景がある。 

 

 本件訴訟においてデリー高裁が示した判決を踏まえ、今後のプログラム関連発明に関す

る特許出願において実務上留意すべき事項について説明する。 
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